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１ 期     日  平成３０年７月２６日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午後２時００分

４ 出 席 委 員 教  育   長      細 田 眞由美

教育長職務代理者   大 谷 幸 男

委 員      石 田 有 世

委 員          野 上 武 利

委 員          武 田 ちあき

委 員          柳 田 美 幸

５ 議場に出席した者

           副教育長              久保田  章 

管理部長              矢 部  武 

学校教育部長            平 沼  智

生涯学習部長            竹 居 秀 子

中央図書館長            波田野 育 男

学校教育部参事兼教育研究所長    千 葉   裕

生涯学習部参事兼生涯学習振興課長  栁 田 正 明

教育総務課長            髙 木 泰 博

教育政策室長            野 津 吉 宏

特別支援教育室長          内 河 水穂子

中央図書館管理課長  酒 井 雅 之

ひまわり特別支援学校長       村 瀬 修 一

さくら草特別支援学校長     佐 藤 浩 市

６ 会議録署名委員  野 上 武 利 
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７ 議事等の概要 

細田教育長 

書記 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

柳田委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。

５名いらっしゃいます。

本日は、会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいますが、許可して

よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

それでは、傍聴を許可します。

本日の会議録の署名委員は、野上委員にお願いいたします。

本日は議事に入る前に、柳田様が６月２８日付けで教育委員に任命

されてから、初めての教育委員会会議であることから、柳田委員より

一言御挨拶をいただきたく存じます。

６月２８日付けで教育委員を拝命いたしました柳田美幸と申しま

す。私は、現在、浦和レッズレディースのコーチを務めております。

教育現場での経験はございませんが、スポーツを通して夢を持つ喜び

や、仲間と協力して目標に向かっていく楽しさ、そして最後まであき

らめない気持ちなどたくさんのことを経験させていただきました。微

力ではございますが、このような経験をさいたま市の子どもたちに伝

えていければと思っております。

柳田委員、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは議事を進めさせていただきます。

本日の議案第５６号は人事に係る案件、報告第８号は国から公表時

期に関して要請があり、市情報公開条例第７条第６号に規定する不開

示情報に該当する案件であることから非公開とすることをお諮りし

たいと思いますが、委員の皆さんいかがでしょうか。

＜異議なし＞

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、ただ今申し

上げた議案は非公開といたします。

本日の会議の順番ですが、公開であります議案第５４号、５５号、

５７号、５３号、非公開議案であります報告第８号、議案第５６号の

順に審議を行うことといたします。
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議案第５４号 さいたま市図書館条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第５５号 さいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施

設予約システムの利用に関する規則の一部を改正する規則について 

細田教育長 

管理課長 

それでは、議案第５４号、５５号につきましては関連がありますの

で、事務局から続けて説明をお願いします。

議案書の３ページから１２ページをお願いします。議案第５４号

「さいたま市図書館条例施行規則の一部を改正する規則について」御

説明いたします。

平成３１年５月７日から大宮図書館の管理を指定管理者に行わせ

るため、平成３１年４月１日付けで桜木図書館を所管する拠点図書館

を大宮西部図書館に変更すること、及び大宮図書館の文化施設の予約

についてさいたま市公共施設予約システムを使用することに伴い、さ

いたま市図書館条例施行規則の一部を改正するものです。

それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。

議案書の４ページからが改正内容の新旧対照表でございます。

改正理由は２つあります。現在、地区館である桜木図書館は大宮図

書館の所管となっておりますが、平成３１年に大宮図書館が指定管理

者による管理となるため、桜木図書館の管理を大宮西部図書館へ変更

するための改正でございます。具体的な改正箇所は議案書の７ページ

を御覧ください。規則の別表を改正するものです。なお、この別表部

分の改正につきましては、平成３１年４月１日施行となります。次に

二つ目の改正理由について説明いたします。平成３１年５月７日に移

転開館いたします大宮図書館には、一般に広く開放する文化施設を備

えております。この文化施設の予約について、さいたま市公共施設予

約システムを用いて予約することとするため所要の改正を行うもの

です。文化施設の設置につきましては、平成３１年５月７日施行のさ

いたま市図書館条例において規定しておりまして、今回はその予約手

続について規則で定めるものです。施行期日は条例と同日の平成３１

年５月７日です。大宮図書館の文化施設は学習支援室、研究席、研修

室、展示スペースの４つがあり、このうち、予約システムを利用する

施設は研究席、研修室、展示スペースの３つです。

続きまして、改正箇所を議案書の４ページから順に御説明いたしま

す。説明は表の左側、改正後の内容を元にお話しいたします。

第５条第２項ですが、こちらは文化施設の予約とは直接関係はあり

ませんが、施行期日が同日であるため、指定管理者の導入に際して必

要な改正を盛り込んだものです。条文中、「拠点図書館に次の係を置
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く」とありますが、これに「指定管理者を除く」という規定を追加い

たします。これは、元々市の組織を規定したものですので、指定管理

者が管理する図書館には不要という理由からです。次に第１３条です

が、文化施設の利用手続の条文に今回の大宮図書館の文化施設の利用

手続を追加いたしました。なお、これまで表形式で示しておりました

が、他の規則等も参考に条文形式に改めております。第１３条の内容

について順に説明いたします。第１項においては利用申請について、

第２項においては学習支援室の利用手続について記載してあります。

学習支援室は他の施設と利用手続が異なるためこのように別に規定

しております。第３項においては利用変更について、第４項において

は申請期間について記載してあります。第５項においては利用者の申

請に対する許可について記載してあります。次に、第１４条について

ですが、こちらは利用料金の納付方法等について追加した条文です。

次に第１５条についてですが、図書館条例において、指定管理者が条

例に定める範囲内で利用料金を変更できる旨を規定しておりまして、

その変更手続について追加したものです。次に第１６条についてです

が、減免の規定の中の「使用料」を「利用料金」に改めたものです。

次に第１７条についてですが、こちらは今回の改正理由とは直接関係

ありませんが、条例では個人のみを指す場合には漢字の「者」、個人

以外の団体も含まれる場合には平仮名の「もの」を使用し使い分けを

しておりますので、これを機に修正したものです。次に第１８条、第

１９条についてですが、規則の中の「指定管理者」、「利用料金」など

の言葉の読替規定を追加したものです。これは何らかの理由で指定管

理者が欠けた場合に規則を改正することなく、この読替規定で教育委

員会が規則に定める事項を行えるようにするものです。一般に条例や

他規則においても用いられている規定です。最後に様式についてです

が、文化施設の利用申請書、利用許可書、減免申請書について規則に

定めることとしたため追加したものです。

さいたま市図書館条例施行規則の改正につきましては以上となり

ますが、大宮図書館の文化施設の予約について簡単に説明いたしま

す。

生涯学習振興課が説明いたします議案第５５号の規則改正の内容

にもかかわる部分でございます。予約システムで予約ができる大宮図

書館の文化施設は研究席、研修室、展示スペースです。研究席は個人

利用のみ、研修室、展示スペースは個人・団体ともに利用できます。

研究席は利用の３ヵ月前から予約システムにより先着で予約ができ

ます。研修室、展示スペースは、それぞれ利用の３ヵ月前、６ヵ月前

に抽選の申込が行えます。予約につきましては、市内の方の利用を優

先するため市外の方は抽選に申し込めないなどの設定をしておりま
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生涯学習振興課

長 

武田委員 

管理課長 

大谷委員 

中央図書館長 

す。施設予約システムを導入している他施設も同様の設定をしており

ます。なお、団体については、条例で市外の団体の利用を規定してお

りませんので全て市内扱いになります。

説明は以上でございます。

続きまして、議案第５５号「さいたま市教育委員会の管理する公共

施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則の

一部を改正する規則について」御説明させていただきます。

さいたま市公共施設予約システムとは、インターネットを通じて公

共施設の予約申込みや空き状況の照会ができるシステムでございま

す。

議案書の新旧対照表を御覧ください。議案第５４号での説明のとお

り、平成３１年５月７日に移転する大宮図書館の文化施設の一部につ

いて、さいたま市公共施設予約システムで予約を行うため、第３条対

象施設として大宮図書館を加えました。次に１５ページを御覧くださ

い。同様に大宮図書館の対象の文化施設を利用する場合の抽選・予約

期間について追加したものです。表が分かりづらいことから参考とし

て、１８ページに改正前を、１９ページに改正後を掲載しました。

なお、抽選申込が利用の６ヵ月前であることから、施行期日は、平

成３０年１１月１日です。

以上でございます。 

抽選・予約期間の記載内容についてお尋ねいたします。研究席の「抽

選による申込みなし」と、研修室や展示スペースの「抽選による申込

みなし」は、同じ言葉で表現されておりますが、その意味合いが異な

るかと思われますので、実際に利用される方が誤解しないような表記

にしていただいたほうが良いのではないでしょうか。

誤解を招くような表現となっている点についてお詫び申し上げま

す。議案第５５号の別紙に記載されている「抽選による申込みなし」

という文言については、市長部局とも統一された表記であることから

修正は困難な状況です。

なお、委員からの御指摘を踏まえ、利用者が誤解しないよう、パン

フレットなどの記載内容について十分注意してまいります。

他の政令市の図書館における指定管理者の指定状況及び、図書館に

おいて指定管理者を導入するメリットを確認させてください。

他の政令市の状況についてですが、各政令市の一部の図書館に導入
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大谷委員 

細田教育長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

されている状況と認識しております。また、指定管理者の導入による

メリットについてですが、事業者のノウハウを生かしたサービスの提

案など、これまでの図書館とは違った新たな図書館が出来るものと期

待しております。

市民サービスの向上を第一に取り組むようお願いします。

メリットだけではなく、デメリットについても踏まえながら慎重に

進める必要があるということを申し添えさせていただきます。

それでは、議案第５４号、５５号につきましては、原案のとおりと

してよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたしま

す。

議案第５７号 平成３１年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用図書の採択に

ついて 

細田教育長 

特別支援教育室

長 

それでは再開します。続きまして、議案第５７号につきまして、事

務局から説明をお願いします。

議案第５７号「平成３１年度使用さいたま市立各特別支援学校教科

用図書の採択について」御説明いたします。

はじめに、特別支援学校で使用する教科書につきまして御説明申し

上げます。特別支援学校におきましては、いわゆる文部科学省検定済

み教科書、文部科学省が著作権を有する著作教科書、児童生徒の実態

に応じて教育課程を編成する場合に活用する学校教育法附則第９条

に基づいた一般図書、この３種類を教科用図書として使用しておりま

す。本市の特別支援学校においては、文部科学省が著作権を有する著

作教科書、そして一般図書の２種類を使用しております。学校教育法

附則第９条に基づいた一般図書については、子どもの実態に応じた図

書を活用する関係上、毎年度、学校ごとに採択することになり、今年

度も委員の皆様には採択の御審議をお願いすることとなります。

市立各特別支援学校においては、６月から７月までの期間、校長を

中心に教科書選定委員会において、学校の特色や児童生徒の実態に即
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細田教育長 

ひまわり特別支

援学校長 

しながら綿密な調査・研究を実施し、平成３１年度に使用を希望する

教科用図書を選定しました。

次に、資料について御説明いたします。

資料１を御覧ください。採択して頂くための調査資料をひまわり特

別支援学校、さくら草特別支援学校の順にとじてございます。学校ご

とに、２ページと１４ページに選定方針を示しました。続いて教科用

図書一覧表、次に、それぞれの教科用図書の選定理由書を示しており

ます。

続いて資料２についてですが、教科用図書採択に係る根拠法令、さ

いたま市立特別支援学校の教科用図書採択のスケジュール、そして文

部科学省、埼玉県教育委員会及びさいたま市教育委員会からの通知を

まとめました。参考として御覧ください。

それでは、この後、学校ごとに資料の説明を致します。説明の順番

については、ひまわり特別支援学校、さくら草特別支援学校の順でよ

ろしいでしょうか。

はい、結構です。それでは、ひまわり特別支援学校長から説明をお

願いします。

まず本校の概略について説明させていただきます。

本校は児童生徒が５２名おり、全員が肢体不自由と知的障害を併せ

有しております。知的障害の程度についても県の類型が１から４まで

分類しているところ、本校は３もしくは４のお子さんが通っておりま

す。

そのような本校の状況を踏まえ、教科用図書の選定におきまして

は、通常の授業で実施する内容より簡略化された文部科学省著作教科

用図書と、子どもの障害の程度に応じた使用が可能な学校教育法附則

第９条に基づいた一般図書から選定しております。

お手元の資料１の２ページを御覧ください。

本校の教科用図書の選定方針でございます。「１ 特別支援学校学

習指導要領、埼玉県特別支援教育教育課程編成要領等の趣旨を踏まえ

ていること。」「２ 本校の学校教育目標『かがやく子 ～今も未来も

～ 明るい子（豊かな情操）元気な子（丈夫な体）学ぶ子（自ら取り

組む意欲）』を達成するためには、生きてはたらく確かな学力が必要

である。その定着のために、導入や題材、論の工夫がなされているこ

と。」「３ 市教育委員会通知「平成３１年度さいたま市立特別支援学

校教科用図書の選定基準等について」を踏まえ、小・中学部において

はさいたま市選定の小中学校用検定教科書を十分に考慮し、その上で

児童生徒の実態に即し、文部科学省著作図書や学校教育法附則第９条
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細田教育長 

さくら草特別支

援学校長 

の規定による一般図書を選定すること。」「４ 高等部教科用図書は、

すべて学校教育法附則第９条の規定による図書として選定する。小・

中学部と同様に、生徒の実態に即し、教育目標の達成上適切な図書と

して一般図書を選定すること。」「５ 選定にあたっては、公正かつ適

性の確保に万全を期すること。」これらの選定方針の下、教科書を選

定いたしました。

それでは、選定した教科書について具体的に説明いたします。

資料の３ページには小学部において選定した教科書を記載してお

り、例えば図工の「さわってあそぼうふわふわあひる」という教科書

は、子どもが実際に教科書を触って理解することが出来る作りになっ

ております。４ページには中学部において選定した教科書を記載して

おり、例えば国語の「五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば」と

いう教科書は、物などの「動き」について言葉と絵で結び付けて学習

することが出来る内容となっております。また、保健体育の「かがく

のとも絵本 みんなうんち」という教科書は、排尿や摂食について指

導が必要な本校の子どもにとって必要な内容が含まれております。５

ページには高等部において選定した教科書を、６ページから１２ペー

ジまでは各教科書の選定理由を記載しております。

説明は以上でございます。採択に向けて御審議をお願いします。

それでは、次にさくら草特別支援学校長から説明をお願いします。

お手元の資料１の１４ページを御覧ください。

本校の教科用図書選定の経緯について説明させて頂きます。

さいたま市教育委員会から「平成３１年度使用教科用図書の採択に

ともなう調査研究結果の提出について」の通知を受けまして、教科用

図書の選定に関する調査研究を行いました。

各教科における教科用図書の選定作業に際し、校長として資料に掲

載させて頂いた以下の５点を選定方針として職員に周知し、「平成３

１年度さいたま市立特別支援学校教科用図書の選定基準等について」

の通知に基づき、慎重な選定作業を進めました。

選定基準は５つございます。「１ 特別支援学校学習指導要領、お

よび埼玉県特別支援学校教育課程編成要領等の趣旨を踏まえている

こと。」「２ 本校の学校教育目標「ノーマライゼーション社会におい

て、もてる力を発揮し、共に生きる子どもを育てる」を達成するため

に、児童生徒一人ひとりの実態に沿い、個々の学習課題に基づく指導

目標の達成に適した教科用図書であること。」「３ 教科書の選定に伴

うさいたま市教育委員会通知「平成３１年度使用教科書の採択につい

て」を踏まえ、小・中学部においてはさいたま市選定の小中学校用検
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石田委員 

ひまわり特別支

援学校長 

さくら草特別支

援学校長 

野上委員 

ひまわり特別支

援学校長 

大谷委員 

ひまわり特別支

援学校長 

定教科書、及び文部科学省著作図書の採択を十分考慮すること。その

上で児童生徒の実態に即し、学校教育法附則第９条の規定による図書

として一般図書を選定すること。」「４ 展示会を通して十分な調査を

行い、比較検討をする。高等部用教科用図書は、すべて学校教育法附

則第９条の規定による図書として選定する。小･中学部と同様に、生

徒の実態に即し、教育目標の達成上適切な図書として一般図書を選定

すること。」「５ 選定にあたっては、公正かつ適性の確保に万全を期

すること。 」以上が選定基準でございます。

今年度６月から期間を定めて、教科用図書の内容について十分な調

査、研究を行ってまいりました。その結果、本校として１５ページか

ら１８ページの一覧表にある教科用図書を選定しました。

選定理由につきましては、１９ページから３０ページに掲載してご

ざいます。校長決裁により議案書のとおり提出させて頂いたところで

す。採択に向けて御審議をお願いします。

新しく選定した教科書がどの程度あるのか確認させてください。

小学部については１１種、中学部については来年度から教科化され

る道徳を含めて３種、高等部においては６種の教科書を新しく選定い

たしました。

本校では小学部で３種、中学部で３種、高等部では０種、全体の約

７％が新しい教科書となっております。

ひまわり特別支援学校において、児童のために、教科書選定や授業

方法などで配慮している点について教えてください。

本校の子どもは併せて肢体不自由も有しているため、刺激の出力や

入力、コミュニケーション方法に工夫が必要となります。例えばスイ

ッチ教材の活用のほか、今年度からは、子どもの視線に反応して文字

入力などができるコンピュータを２台導入するなど、子どもの障害に

応じた教育活動を進めているところでございます。

それぞれの学校の選定委員の構成を確認させていただきます。ま

た、道徳の教科の具体的な活動内容について教えてください。

それでは選定委員についてお答えいたします。まず、座長に主幹教

諭、委員として副教務と各学部の各学年の教諭１名ずつで構成される

教科用図書専門委員において教科書の調査研究が行われます。その
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さくら草特別支

援学校 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

後、教科用図書専門委員から提出された報告書を、座長として校長、

委員として教頭２名、主幹教諭、副教務、各学部の主任から構成され

る選定委員会において審議いたしました。

本校の選定委員会の構成ですが、委員長として校長、副委員長を２

名の教頭、そのほかに教務主任や各学部等の代表としてブロック長が

委員となっております。

続いて、道徳の活動内容についてですが、例えば小学部においては

道徳の教科書として「ノンタンとあそぼうよ（１）ノンタンぶらんこ

のせて」を選定しており、ルールや仲間との関わり方について子ども

たちと考える時間にしたいと思っております。

それでは、まず、ひまわり特別支援学校の教科用図書の採択につき

ましては、原案のとおりとしてよろしいですか。

＜異議なし＞

続きまして、さくら草特別支援学校の教科用図書の採択につきまし

ては、原案のとおりとしてよろしいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたしま

す。

議案第５３号 平成３０年度教育委員会の点検・評価報告書について 

細田教育長 

教育政策室長 

それでは再開します。続きまして、議案第５３号につきまして、事

務局から説明をお願いします。説明に際しては、ある程度のところで

区切って、質疑の時間を設けたいと思います。

議案第５３号「平成３０年度教育委員会の点検・評価報告書につい

て」説明をさせていただきます。

本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２５条第２項第５号及び２６条の規定により、本日、議案として上程

するものでございます。

なお、説明につきましては、時間の都合もございますので、事前に

本案について御覧いただいた際に御指摘いただきました部分の修正

のうち、主なものについてとさせていただきます。
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細田教育長 

それでは、別紙の点検評価報告書（案）及び点検評価報告書検討会

後の修正箇所一覧を御覧ください。

初めに全体を通しての指摘事項として３つ説明させていただきま

す。

一つ目は、昨年度の点検評価委員の指摘をどのように反映したのか

が見えにくいので、わかるようにしたほうがよいという御指摘がござ

いましたので、各項目の「（２）教育委員会の自己評価」において内

容を追記いたしました。具体的には、２９ページに「スクールアシス

タント配置事業の充実」以下３事業、３７ページに「国際教育・交流

事業の推進」以下３事業、４６ページに「子どもの生活習慣向上のた

めのキャンペーンの推進」以下３事業、５２ページに「学校における

安全教育の推進」以下２事業、６８ページに「さいたま子ども短歌賞

の推進」以下３事業について追記いたしました。

２つ目として、各事業の成果・課題について課題がみえにくく、課

題とその改善に向けた方向性、方策を記載したほうがよいという御指

摘がございましたので、各事業の成果・課題に適宜追記いたしました。

具体的には２８ページのＩＣＴ教育における成果・課題において「児

童生徒のＩＣＴ活用を指導する教員のスキルに課題がある」などと追

記したほか、３８ページの子どもの生活習慣向上のためのキャンペー

ンの推進の成果・課題において「子どもの生活習慣の更なる向上には、

保護者の理解を得ることが必要であることから、今後は生活習慣向上

に向けた様々なアドバイスをいただける講師のリストを学校や市Ｐ

ＴＡ協議会へ配布し、入学説明会等での活用を促進してまいります。」

と修正いたしました。このほか、各事業の成果・課題においては、具

体的な方策や方向性が分かるように追記いたしました。

最後に、数値・グラフの見せ方について工夫、検討したほうがよい

という御指摘がございましたので、グラフや表を修正、削除いたしま

した。具体的には、３５ページの市立高等学校「特色ある学校づくり」

計画の推進における各学校の取組・成果を記載した表中の文章を修正

しております。また、４２ページのさいたまチャレンジスクールの推

進におけるグラフの内容を修正いたしました。４８ページの学校安全

ネットワークの推進や５５ページの親の学習事業の充実においては、

グラフを削除し課題にその内容を追記いたしました。６１ページの図

書館事業の充実における、市民１人当たりの貸出数のデータを最新の

ものに修正いたしました。６２ページの博物館・美術館事業の充実に

おける企画展等来館者の推移について、人数の増加が分かるようなグ

ラフに修正いたしました。

それではここで一旦、説明を区切りまして、質疑の時間を設けたい
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教育政策室長 

と思いますが、委員の皆様、御意見御質問等ございませんでしょうか。

質問等無いようでございますので、引き続き事務局より説明をお願

いいたします。

それでは次に各事業で御指摘いただきました修正のうち、主なもの

を説明させていただきます。

初めに、４ページの教育長・教育委員の表について修正するととも

に、平成２９年度の教育委員の主な活動について平成２８年度と同様

に、教育委員の活動が具体的に分かるように記載したほうがよいと御

指摘がございましたので、表中に「※」と「□」を追記し、表の下段

に注釈として「※」は児童生徒への講話を実施した学校、「□」は給

食をとりながら教職員との懇談を行った学校と追記いたしました。

次に１０ページの本文中にある表やグラフについて、ページ等を注

釈で入れたほうがよいと御指摘がございましたので、グラフ及び表を

参照しているページ数を追記いたしました。また、学力向上ポートフ

ォリオや市調査について、分析や活用の定着が図られていないので、

今後の具体の方策や取組を記載したほうがよいと御指摘いただきま

したので文言を修正いたしました。

次に１７ページ、道徳教育の推進の成果・課題における市調査の質

問項目「道徳の時間は楽しい」について、取り上げる質問項目として

適切であるのかという御指摘がございましたので、市調査の質問項目

を「相手の気持ちを考えながら話をしていますか」に変更させていた

だきました。

次に１８ページ、子どもたちの体力向上に向けた施策の推進におい

て「にぎなげプロジェクト」の目標と実施期間を記載したほうがよい

との御指摘をいただきましたので、成果・課題の部分に「全国平均を

上回ることを目標に継続して実施するなど」と追記いたしました。

次に２０ページ、心のサポート体制の充実の成果・課題について、

子ども家庭総合センターを設置したことの成果、効果を大きく扱った

ほうがよい、また、適応指導教室の成果を具体的に記載したほうがよ

いとの御指摘をいただきましたので、成果・課題の冒頭部分に「総合

教育相談室が新たに開設され、各学校に配置・派遣しているスクール

カウンセラー等に対する助言や指導、教育相談全般に関する情報収集

や発信を行うことができました。また、総合教育相談室が子ども家庭

総合センター内へ移転したことで、関係機関と連携した支援体制の強

化を図ることができました。」と追記するとともに、２１ページに「相

談・指導を行った結果、８４名は、別室登校ができるようになったり、

適応指導教室への通室日数が週１回から週２回に増えたりといった

状況の改善がみられました。さらに、２２名は、表情が明るくなる等
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野上委員 

武田委員 

細田教育長 

武田委員 

の状態の好転がみられました。」と修正させていただきました。

次に２３ページ、教員の資質能力の向上において、スクール・コン

プライアンスについて注釈を付けたほうがよいとの御指摘をいただ

きましたので、文中に「※学校における法令と教職倫理の遵守」と追

記いたしました。

次に４０ページ、各学校での特色を活かした給食や、きめ細かな食

育の推進において、自校方式給食について記載したほうが良いとの御

指摘をいただきましたので、成果・課題の部分などに自校方式の給食

について追記いたしました。

次に４１ページ、スクールサポートネットワークの推進において、

全国学力の学校質問紙調査について数値の見せ方に検討が必要との

御指摘をいただきましたので、肯定的な回答も併せて記載いたしまし

た。

最後に４８ページ、学校における安全教育の推進において、インタ

ーナショナルセーフスクールである慈恩寺小学校の取組に関する記

載がやや弱いとの御指摘をいただきましたので、成果・課題の部分で

「また、インターナショナルセーフスクール認証校の慈恩寺小学校の

取組の一つである校内「けがマップ」の作成について、小学校３６校、

中学校８校で取り組みました。」と修正させていただきました。

以上、主な修正箇所を説明させていただきましたが、説明した部分

以外におきましても、数値の見せ方並びに具体的な記載の方法につい

て留意しながら成果等が分かりやすく伝わるように努めてまいりま

した。

４０ページの学校給食の自校方式について、「恵まれた教育環境」

と記載されていますが、教育委員会の報告書としてこの表現には違和

感を覚えます。

私が指摘し修正された箇所ですが、「恵まれた」という表現よりも、

達成という観点で修正したほうがよいかもしれません。

食育の成果について、全国的に見ても稀有な質の高い自校方式とい

う点に加え、地元の食材を活かした給食などの内容も盛り込みながら

内容を修正させていただきたいと思います。

指摘事項について、きめ細かく修正していただきありがたく感じて

おりますが、学校給食のことで一つ意見を申し上げさせていただきま

す。

昨年度の点検・評価報告書において、道徳教育は道徳の時間を要と
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細田教育長 

大谷委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

して、学校の教育活動の時間全体を通じて行うものであることから、

給食の時間におけるマナーや言葉遣いなど集団生活の中での正しい

言動を身に付けられるような指導を大切にしてほしいという指摘が

ございました。これは学校給食が道徳教育にも活用できるという良い

指摘だと感じています。そのほかにも、小学校の低学年ではグローバ

ルスタディの授業時数は限られるため、学校給食の時間に英語を使う

など指導の工夫や改善が必要と指摘しています。もっとも、実際に学

校現場では、おかわりジャンケンを英語で行っている学校はあるよう

です。

さいたま市では学校給食において何を食べさせるかということに

ついては、非常に優れていると思いますが、どのように食べるかとい

う点については改善すべきと感じております。今の給食の設定時間で

は、急いで食べ物を口に入れるばかりで、マナーやコミュニケーショ

ンを身に付けるための十分な時間はあるとは言い難いと思います。給

食時間の設定は各学校にて決定しているとお伺いしておりますが、給

食の時間を少しでも延ばすことも必要ではないかと考えていますの

で、今後の施策として検討できればと思います。

さいたま市の学校給食を活かした食育をさらに高めるために、貴重

な御意見をいただきました。御意見の内容については、学校とのやり

取りの中で速やかに改善していくべき点と感じましたので、具現化で

きるよう所管に指示いたします。

以前指摘させていただいた事項はしっかり改善されており、この議

案について私としては了解させていただきました。

それでは、議案第５３号につきましては、御指摘いただいた点につ

いて今後の施策に生かしていくということを含めた上で、原案のとお

りとしてよろしいですか。

＜異議なし＞

出席委員全員の賛成により、全て原案のとおり可決されました。

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたしま

す。

傍聴の方に申し上げます。先ほど決まりましたとおり、ここからの

審議につきましては、非公開となりますので、御退室ください。

報告第８号 全国学力・学習状況調査結果について 
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細田教育長 

教育研究所長 

それでは再開します。続きまして、報告第８号につきまして、事務

局から説明をお願いします。

報告第８号「全国学力・学習状況調査結果について」報告いたしま

す。

なお、こちらの調査結果は、結果公表日の７月３１日火曜日の１７

時までは非公開になります。

初めに「教科に関する調査」につきまして説明いたしますが、本年

度の調査結果につきましては、各都道府県及び市町村の平均正答率が

文部科学省より昨年度同様、整数で提供されました。そのため、お手

元の資料におきましても整数で表記しております。

さいたま市は、小・中学校ともに教科に関する全ての調査において、

全国の平均正答率を１．５～４．１ポイント上回っております。本市

の結果は、これまでと同様、継続して全国や県、大都市、指定都市の

結果を上回っておりますことから、学力については、おおむね良好な

状況にあると考えられます。なお、理科につきましては、３年に１回

の周期で実施されておりますので、平成２４年度と平成２７年度の平

均正答率を示しております。

続きまして、「生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査」につき

まして説明いたします。

本年度の調査では、生活習慣や学習環境等に関する質問が小学校で

６２項目、中学校で５９項目ございました。

資料には、市の教育施策と関連が深いなどの視点から、１５項目の

結果を示しております。水色の数字の部分は、全国と比べて肯定的な

回答の割合が高くなっているものを、オレンジ色の部分は低くなって

いるものを示しております。生活習慣に関する質問項目である、「将

来の夢や目標を持っている。」「自分には、よいところがあると思う。」

などの質問項目で、小学校、中学校ともに全国と比べて肯定的な回答

の割合が高くなっております。特に、「自分には、よいところがある

と思う。」という質問項目では、肯定的な回答の割合が小学校は９割

を超え、中学校も９割に迫っており、本市の児童生徒の自己肯定感の

高まりがみられます。学習環境等に関する質問項目である「地域や社

会で起こっている問題や出来事に関心がある。」では、小学校、中学

校ともに全国と比べて肯定的な回答の割合が特に高く、８ポイント以

上上回っております。また、「算数・数学の授業の内容はよく分かる。」

や、「理科の授業の内容はよく分かる。」など、授業に関する質問項目

においては、小学校、中学校ともに過去の調査結果と比べて肯定的な

回答の割合が高くなっています。多くの小中学校において、児童生徒
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の理解を深めようと日々の授業改善に取り組んできた成果が表れて

いるものと考えます。一方で「新聞を読んでいる。」や「今住んでい

る地域の行事に参加している。」といった質問項目に対する回答結果

については本市の課題であると捉えています。

以上で報告を終わりにいたします。

今年度は、例年に比べ１カ月程度早く結果が公表されました。これ

は、文部科学省において、夏休み期間に各自治体で結果の分析をし、

施策に生かしていくために必要な期間を設けるという意図があるよ

うです。

結果については良いものであったと思います。今後さらに伸ばして

いくために、今回の結果を踏まえた各学校における学力向上のための

具体的な取組に対し、しっかり進行管理と助言をしていく必要がある

と思います。

委員御指摘のとおりと思います。各学校におきましては、４月時点

で提出されている学力向上ポートフォリオについて、この結果に基づ

き見直し、８月末までに修正し教育委員会へ再提出することとなって

おります。

それでは、この件は終了といたします。

議案第５６号 さいたま市社会教育委員の委嘱について 

＜非公開案件につき内容は省略＞

＜議案は原案どおり可決＞ 

細田教育長 以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。

８ 閉     会      午後３時４０分


